
平成20年7月22日

中国電力株式会社

託送供給約款の変更届出について

  当社は，特定規模電気事業者等が当社の送配電ネットワークをご利用いただく場合の託送料金について，平成20年9月1日から見直し

を実施することとしました。

  また，平成20年7月7日に経済産業省令（一般電気事業託送供給約款料金算定規則）が改正されたことに伴う託送制度の変更に対応す

るため，託送供給約款の内容を見直しました。

  本日，これらについて経済産業大臣に変更届出を行いましたのでお知らせします。

1．送電サービス料金の引下げ

    当社は，送配電ネットワークに係る一層のコストダウンなど，経営効率化の成果と今後の効率化努力を最大限に織り込むことにより，

送電サービス料金の引下げを実施することといたしました。

  具体的には，平成20年度の1年間を原価算定期間とし，一般電気事業託送供給約款料金算定規則に基づき託送関連コストを算定し

た結果，高圧で供給する場合の平均単価は4.20円/kWh，特別高圧で供給する場合の平均単価は1.70円/kWhとなり，それぞれ，0.44

円/kWh（9.5%），0.12円/kWh（6.6%）の引下げとなります。

   

平均単価 （円/kWh）

現行 改定 引下げ幅 改定率

高圧で供給する場合 4.64 4.20 0.44 9.5%

特別高圧で供給する場合 1.82 1.70 0.12 6.6%

※消費税等相当額を含まない。

 

2．その他の主な変更点

    一般電気事業託送供給約款料金算定規則の改正に伴う託送供給約款の主な変更点は，以下のとおりです。

・負荷変動対応電力料金について，更なる透明性・公平性の確保ならびに特定規模電気事業者等の負担軽減の観点から算定方法が

変更されたことを受け，別紙のとおり料金を見直しました。

・新規参入後間もない特定規模電気事業者等の事業リスク低減の観点から，当社サービス区域において接続供給を開始した後2年間

に限り，変動範囲超過電力のうち一定量以下の電力量について，変動範囲内電力料金を適用する特別措置を導入しました。
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  関連リンク

・電力の小売自由化



 

料金単価表

 

  


	本文

	料金単価表

